
 
 

１０．学資・納入金関係 
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付  表    

 

                    学 寮 地 区 自 衛 消 防 隊 組 織 表 

 

 

 

隊  長 

（校長） 

 

 

副隊長 

（学寮地区

防火管理

者、校長補

佐、寮務主

事補） 

 

班   別 係  名 係     員 任            務 

 

通報連絡班 

通報係 職員又は宿直員 ・消防機関に通報 

 

連絡係

職員又は宿直員 

寮生会長 

総務部長 

・出火を寮生全体に知らせる

とともに緊急連絡処置 

 

消 火 班 

器具係 寮生各階１名 ・消火器の操作 

放水係
寮生各階１名 

 （６名） 

・火災発生時の放水 

 

避難誘導係 

誘導係 棟長、指導員 
・出火時における避難者の誘

導 

救助係 棟長、指導員 
・避難施設、器具使用による

救助 

 

 

防護措置班 

工作係
職員又は宿直員 

寮生会副会長 

・消防隊の誘導、消防活動の

障害物の除去 

 

防護係

 

職員 

棟長、指導員 

・電気設備、ガス危険物関係

設備、その他火災時に大災

害を発生する危険物の安全

措置 

 

搬 出 班 

搬出係 職員、分別委員長
・重要書類、重要物件等の搬

出 

警戒係
企画委員長 

清掃美化委員長 

・無関係者の寮内立入阻止、

盗難防止 

救 護 班 救護係 職員 ・負傷者の救護 
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234,600

一人部屋 9,600 月額 800

複数人室 8,400 月額 700

納　期

後援会入会金 10,000 10,000 ４月

後　援　会　費 17,000 17,000 ４月

入     寮     金 1,000 1,000 入寮のとき

寮　生　会　費 2,000 2,000 ４月

４月

金 額 （円）

117,300

（４月の口座振替時に年額前払い）寄　宿　料

種　　別 年   額  （円）

前　　期 後　　期

97,900

納入方法等

年   額  （円）

納入金額等

金 額 （円）

食事材料費
１日　　　753

（朝 178　昼 272　夕 303）
給食に関する諸経費

１ヵ月　　7,150
（消費税抜）

１ヵ月分の材料費に諸経費を加えた金額
消費税額を別途徴収します。

年額を一括納入
（留学生を除き９月分は不要）

8,900

（１）納入金一覧

（前年度から引き続き再入寮する者は除く）

種　　別 納入方法等

口座振替

授　業　料

口座振替

年　　額

備　　考

金 額 （円）

117,300

※在学中に授業料改定が行われた場合には、改定時から新授業料が適用されます。

口座振替
（毎月２６日）
支払先：給食

委託業者

そ
の
他
の
納
入
金

給　　食　　費

（入学時のみ）

年　　額

寮　　　　　　費 月額
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（２）授業料免除制度 
 
 授業料は、年度を前期（４月～９月）及び後期（10 月～翌年３月）に分け、前期分は４月

に、後期分は 10 月に納付しなければなりません。授業料の免除は授業料の納付が困難であ

り、かつ学業成績が優秀であると認められる者に対し、本人の申請に基づき、選考のうえ授

業料の全額又は半額を免除する制度です。詳細については、学生課学生係に相談してくださ

い。 
 
１． 免除対象者     

本校の専攻科に在籍している者で、次の各号の一に該当する者は、授業料の免除を 
受けることができます。 
 

(1) 経済的理由により、授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる者 
(2) 授業料の納付期限前６ヶ月以内において、学資負担者が死亡し又は本人若しくは 

学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納付が著しく困難であると認められ

る場合 
 

２． 免除の申請手続        
  免除の申請を希望する学生を対象に、説明会（学級担任、掲示物及び本校ウェブサ 
イトにより通知）を開催しますので、必ず出席してください。前期分については２月、 
後期分については７月に開催を予定しています。 
申請者は、説明会時に配付する所定の書類に必要事項を記入のうえ、関係書類を添 

えて提出期限までに学生課学生係へ提出してください。 
          

３． 免除の許可・不許可の決定 
 免除の許可・不許可は、選考のうえ決定し、その結果を本人及び保証人（保護者）

に通知します。 
 免除を申請した者は、許可・不許可が決定するまで、授業料の徴収が猶予されます。 
 選考の結果、不許可の者は全額を、半額免除となった者はその残額を、指定する期

限内に納付してください。納付を怠った場合は除籍となりますので、注意してくださ

い。 
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（３）奨学金制度 

 
    学生に対する育英奨学事業は、日本学生支援機構、地方公共団体、公益法人、学校法人

などが行っております。日本学生支援機構奨学金制度は、募集時期に説明会を開催しま

す。 
    また、地方公共団体、公益法人、学校法人の奨学制度につきましては、学生課学生係へ

お問い合わせください。 
 
日本学生支援機構奨学金制度 

        独立行政法人日本学生支援機構法に基づき、人物、学業成績が優秀でありながら経済

的な理由により修学が困難な学生に対し、無利子及び有利子で貸与される制度です。 
 
(1) 奨学生の推薦基準 

① 学業成績 
・１学年１次採用（４月） 出身学校の最終学年の学業成績の平均が 7.0 以上 
・２学年         専攻科第１学年の学業成績の平均値が 7.0 以上 

                詳しいことは、学生課学生係にお問い合わせください。 
② 家計収入 

家族構成により異なりますので学生課学生係にお問い合わせください。 
  

(2) 奨学生の採用手続 
奨学金の貸与を受けるための手続等は、次のとおりです。 

① 奨学金の貸与を希望する学生を対象に、貸与を受けるための手続等の説明会（掲

示物及び本校ウェブサイトにより通知）を開催しますので、必ず出席してくださ

い。 
② 奨学金の貸与を希望する学生は校長（学生課学生係経由）に願書を提出します。 
③ 出願者の中から適格者（日本学生支援機構の推薦基準に合致する者）を学内にて

選考し、日本学生支援機構に推薦します。 
④ 日本学生支援機構は推薦を受けた出願者について、学業成績、家計の収入等を審

査し採用を決定します。 
⑤ 採用決定の結果を本校から出願者及び保護者へ通知します。 
⑥ 奨学金が、毎月、奨学生の預金口座に振り込まれます。 

 
(3) 奨学金の貸与月額（第一種） 

 
 
 
 
 
  

入学年度 学年 自宅 自宅外 

2016 ～ 2017 年度 

（平成 28 ～ 29 年度） 
１～２

年 

30,000 円 

45,000 円 
のいずれか選択

30,000 円 

51,000 円 
のいずれか選択 
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